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（２）景観協定の認可について

２

出 島 灯 台 の ま ち 景 観 協 定

施行日 平成２６年１月２３日 令和６年１月２３日

土地所有者等 ２７人 ２５人

有効期間 １０年

区域面積 １.４９ヘクタール １.４８ヘクタール

協定事項

１ 建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、構造、用途又は
建築設備に関する事項

２ 工作物の位置、規模、構造、又は形態意匠に関する事項
３ 屋外広告物の表示又は掲出する物件の設置に関する事項
４ その他良好な景観の形成に関する事項

協定区域図
(今堅田一丁目)
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（３）古都指定２０周年記念事業について

３

歴史的遺産と樹林地等で形成される歴史的風土を保存するため、平成１５年１０月１０日に古都
指定をされた。令和５年１０月に古都指定２０周年を迎えることを記念して、記念事業を行った。

広報紙への特集記事の掲載

■ 古都指定の経緯や、   
歴史的風土特別保存
地区、本市の取組に
ついて紹介

発行：広報おおつ（１０月１日号）

記念パンフレットの発行

■ 古都指定の経緯や、 歴史的風土特別保存地区について紹介

４ ５

市政番組での取組周知

■ 歴史的風土や古都指定について説明 
  (放送:令和５年１０月１日)

記念切手の発行

■ 歴史的風土特別保存地 
区内の代表的文化財が
題材

 発行：日本郵便㈱近畿支社
 発売日:令和５年９月２９日

京阪電車でのポスター掲示

■ 歴史的風土特別保存地区が題材
 (令和５年１０月１日～１０月２７日)
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（３）古都指定２０周年記念事業について

４

き ら ッ と 大 津 景 観 絵 画 展

き ら ッ と 大 津 景 観 広 告 賞

美しい古都大津の景観を守り育て、景観形成の推進に対する市民意識の
高揚を目指し、古都指定を受けた平成１５年より毎年開催。古都指定２０周
年を記念し、「古都大津２０周年記念部門」を設けた。

６

７

◼ 応募期間 : 令和５年７月１０日～９月７日
◼ 応募総数 : １０２７作品
◼ 入賞作品 : ４２作品

市内書店等で配布中

「良好な広告物による良好な景観づくり」を目的として、平成２２年より３年
に１度実施。本年度は特別に、古都大津にふさわしい広告物を表彰する
「古都大津２０周年記念賞」を設けて開催。

選考にあたっては、成安造形大学の学生に協力いただき、
現地調査や選考会を実施した。

◼ 対象エリア : 園城寺歴史的風土特別保存地区周辺
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

５

両市による３つ連携項目

大津市と草津市は、令和３年３月２０日
に『びわこ東海道景観基本計画』を策定
しました。

両市が今後も連携して、広域的な観点
から良好な景観を保全し、創造するため
に、目指すべき景観形成の目標とその実
現に向けた基本的な方針を示しています。

東海道沿道の
つながりある景観形成

目標 東海道のつながりを守り、新たな歴史景
観を創造する

方針1 東海道のつながりを意識した、沿道景観
の保全

方針2 東海道の魅力を活用した、新たな歴史
景観の創造

魅力ある対岸景観の形成

目標 湖国の暮らしと一体となった対岸景観を
守り、より魅力ある景観を創造する

方針1 両市が互いを尊重し、自然と調和のとれ
た対岸景観の保全

方針2 「対岸眺望ポイント」を活かした、魅力ある
対岸景観の創造

屋外広告物による景観形成

目標 まちなみと調和した屋外広告物で景観を
守り、地域らしさを創造する

方針1 屋外広告物の新たなルールによる魅力
ある沿道景観の保全

方針2 屋外広告物の魅力による地域らしさの
創造
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

６

両市を結ぶ県道１８号線と東海道に両市共通の推奨ルールを導入

び
わ
こ
東
海
道
景
観
基
本
計
画

推奨ルールの導入については、両市で設立した「びわこ東海道景観協議会」にて検討してお
り、現在、県道１８号線と東海道を対象に、推奨ルール基準についての協議を行っています。
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

７

全てのエリアで彩度６以下

東海道

彩度１０以下

県道１８号

屋 外 広 告 物 の 色 彩 基 準  に つ い て （ 令 和 ４ 年 度 ）

◼東海道における県内で一番厳しい基準（本陣地区）
と同じ基準であり、風情あるまちなみとの調和に配慮
した基準とした。

◼両市の彩度規制より、大津市は２ポイント、草津市は３
ポイント低い彩度基準であり、琵琶湖と背景の山並
みの美しい眺望との調和に配慮した基準とした。

※（色彩基準）大津市 ： 彩度１２以下
草津市 ： 彩度１３以下
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

８

重点エリア ： 高さ４ｍ以下 ／ 重点エリア以外 ： 高さ６ｍ以下

東海道

高さ６ｍ以下

県道１８号

自 家 用 広 告 物 の 高 さ 基 準 に つ い て （ 令 和 ４ 年 度 ）

◼風情あるまちなみとの調和や、道幅の狭い東海道の
スケール感を意識した高さ基準とした。

◼東海道の歴史が色濃く残る重点エリアでは、徒歩で
の目線の高さも意識し、より低い高さ基準とした。

重点エリア 重点エリア以外

◼琵琶湖などの眺望とにぎわいのバランスをとりながら
も県内でリードしていく高さ基準とした。

◼大きさについては、現状、大きい看板は設置されてお
らず、高さの規制により一定の制限がかかるため、設
定しない。
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

９

全面禁止

東海道

高さ ： １/３Hかつ３ｍ以下 ／ 面積 ： ２０㎡以下 ／ 色彩 ： 彩度６以下

県道１８号

屋 上 広 告 物 の 基 準 に つ い て （ 令 和 ５ 年 度 ）

◼風情あるまちなみとの調和や、道幅の狭い東海道の
スケール感を配慮し、「全面禁止」とした。

◼現状、東海道においては屋上広告物の設置事例が
少ないため、これ以上増やさない基準が効果的。

◼高さ基準だけではなく、横への広がりを抑えるため、
面積の基準を設けることで、広告に必要な面積を
確保しつつ、琵琶湖などの眺望とのバランスが取れ
る基準とした。
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

１０

高さ ： ３ｍ以下(地上から) ／ 面積 ： ３㎡以下 ／ 色彩 ： 彩度６以下

東海道

高さ ： ３ｍ以下(地上から) ／ 面積 ： ３㎡以下 ／ 色彩 ： 彩度１０以下

県道１８号

非 自 家 用 広 告 物 の 基 準 に つ い て （ 令 和 ５ 年 度 ）

◼大津・草津で最も厳しい基準（重点エリア(京町・本陣)
の基準）よりも厳しく、滋賀県の歴史伝統系地域(第１
種地域)を参考に、風情あるまちなみとの調和に配慮
し、県内で景観をリードする基準とした。

◼県内で一番厳しい、景観をリードしていく基準として、
東海道と同じ高さ基準を設定した。

◼現状、高さ制限のみで面積の制限は設けていない
ため、様々な大きさの看板が立ち並ぶ状況であった
が、推奨ルールを反映させることで、高さや面積の
統一が期待できる。

彩度１２
５㎡ 彩度６

３㎡

彩度１２
５㎡ 彩度１０

３㎡
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（４）草津市との景観連携について
ア 屋外広告物の両市共通推奨ルール

１１

今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て
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（４）草津市との景観連携について
イ びわこ大津草津景観宣言１０周年記念事業

１２

大津市民・草津市民が互いに協力し、価値の高い景
観の保全と新たな創造にとりくみ、いっそう愛着と魅
力あるものとして未来につなげていくことを共同宣言
した「びわこ大津草津景観宣言」から、１０周年を迎え
ることを記念して、以下の記念事業を行った。

市政番組での取組周知広報紙への特集記事の掲載記念パンフレットの発行

び わ こ 大 津 草 津 景 観 宣 言

■ 協議会や１０年間の取組について紹介 ■ 発行：広報おおつ（令和５年１１月１日） ■ 放送:BBC 光ル☆おおつ（令和５年１０月１日）



Lake Biwa

Otsu City

（４）草津市との景観連携について
イ びわこ大津草津景観宣言１０周年記念事業

１３

令 和 ５ 年 度 景 観 づ く り チ ャ レ ン ジ 隊

場所

㈱瀬川元 瓢泉堂 / 草津市矢倉二丁目2-1

東海道に
設置

設置実績：計４１基（令和６年３月現在）

大津市１８基、草津市９基、甲賀市７基、
湖南市６基、三重県朝日町１基

対岸景観や沿道景観の重要性や、東海道統一案内看板などの
両市連携事業について周知するため、両市民を対象に実施した。

令和５年９月２４日（日）１２：３０～１７：００

ふれあいプラザ（ワークショップ）/ 琵琶湖南湖（クルーズ）

開催概要

日時

場所



Lake Biwa

Otsu City

（５）令和５年度 景観整備機構の活動について

１４

景 観 整 備 機 構 に つ い て

 第１３回 景観まちづくりフォーラム
～歴史街道 唐橋・今昔物語～

令和５年度活動概要

民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を
有する公益法人又はNPOを、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度。

本市による
指定 平成２６年度に、公益社団法人日本建築家協会を指定

令和５年１０月２９日（日） ９時３０分～１２時１５分

第１部：講演会 / 第２部：まち歩き
         （勢多橋龍宮秀郷社～堂ノ上遺跡～御霊神社）

日時

公益社団法人日本建築家協会（景観整備機構）主催

毎年、一般市民向けに地域の歴史や歴史的なまちなみに関する講演会やまち歩きを実施
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